
東京農工大学グローバル教育院運営規則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則 
グローバル教育院

の運営体制の見直

しに伴う委員の変

更等について 

(兼務教員) 

第7条 教育院に、専任教員と協力して第3条各号に掲げる事業

を実施するため、農学研究院又は工学研究院を本務としたまま

教育院を兼ねて務める教員(以下「兼務教員」という。)を置

く。 

(兼務教員) 

第7条 教育院に、専任教員と協力して第3条各号に掲げる事業

を実施するため、農学研究院又は工学研究院を本務としたまま

教育院を兼ねて務める教員(以下「兼務教員」という。)を置く

ことができる。 

2～4 (略) 2～4 (略)  

(運営委員会) 

第8条 (略) 

(運営委員会) 

第8条 (略) 
 

2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。 2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。  

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)  

(3) 次条第2項に規定する部会長 (3) 工学府・工学部及び農学府・農学部から選出された教員 

各2人 
 

(4) 第10条第2項に規定するグループ長 (4)  専任教員の中から教育院長が指名する者 3人  

(5) (略) (5) (略)  

3～7 (略) 3～7 (略)  

(部会) 

第9条 教育院に、第3条各号に掲げる事業を部局等と連携して

企画・立案するため、次の各号に掲げる部会(以下「部会」とい

う。)を置く。 

(削る) 

 

(1) 国際教育交流プログラム部会 
 

 

(2) 教養・専門基礎教育部会 
 

 



(3) 入試検討部会 
 

 

2 部会に、部会長を置く。 
 

 

3 部会長は、兼務教員又は専任教員の中から教育院長が指名す

る。 

 

 

4 部会について必要な事項は、別に定める。 
 

 

(グループ) 

第10条 教育院に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専

任教員が所属する次の各号に掲げるグループ(以下「グループ」

という。)を置く。 

(削る) 

 

(1) 海外リエゾングループ 
 

 

(2) グローバル教養教育グループ 
 

 

(3) アドミッション・専門基礎教育グループ 
 

 

2 グループに、グループ長を置く。 
 

 

3 グループ長は、専任教員の中から教育院長が指名する。 
 

 

4 グループについて必要な事項は、別に定める。 
 

 

(選考委員会) 

第11条 (略) 

(選考委員会) 

第9条 (略) 
 

(事務) 

第12条 (略) 

(事務) 

第10条 (略) 
 

(雑則) 

第13条 (略) 

(雑則) 

第11条 (略) 
 

附 則（令和4年5月16日グ教規則第1号） 

1 この規則は、令和4年5月16日から施行する。 

2 東京農工大学グローバル教育院における部会及びグループの組織並びに運営に関する要項（平成30年4月1日）は、廃止する。 


